
令和８年度 長野県認知症介護研修事業実施要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、長野県認知症介護実践者等養成事業実施要綱（平成22年３月31日付け21長福

第646号社会部長通知。以下「要綱」という。）に定めるもののほか、以下の研修について、

必要な事項を定める。  

(1) 認知症介護実践研修 

ア 認知症介護実践者研修 

イ 認知症介護実践リーダー研修 

(2) 認知症対応型サービス事業開設者研修 

(3) 認知症対応型サービス事業管理者研修 

(4) 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 

 (5) 認知症介護基礎研修 

 (6) 認知症介護基礎研修フォローアップ研修 

 

２ 認知症介護実践者研修 

(1) 目的 

認知症高齢者がその有する能力に応じて自立した生活を営むことができるよう、認知症

高齢者の介護に従事する者に対し、認知症の介護に関する理念、知識及び技術の修得を図

り、もって認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図ることを目的とする。 

(2) 対象者 

介護保険施設、指定居宅サービス事業所又は指定地域密着型サービス事業所等に従事す

る介護職員等であって、原則として認知症介護基礎研修を修了した者あるいはそれと同等

以上の能力を有する者であり、身体介護に関する基本的知識・技術を修得している者であ

り、概ね実務経験２年程度の者とする。 

(3) 募集人員 

研修の募集人員は360人とし、１会場あたり約60人とする。 

(4) 研修内容 

ア 研修内容は、別表１のカリキュラムに基づき、講義及び演習を24時間以上、実習の課

題設定４時間、職場実習４週間及び実習報告会１日間を満たすものとする。 

イ 職場実習は、受講者が現に従事している事業所で実施するものとする。 

ただし、開設を予定している事業所等の受講者であって、現在職場がない受講者につ

いては、協力事業所等に各自で依頼を行い、実習先を選定して実施するものとする。 

(5) 申込方法 

ア 地域密着型サービス事業所の指定条件を満たす必要がある指定認知症対応型共同生活

介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護支援事業

所及び指定複合型サービス事業所の管理者又は計画作成担当者になろうとする者は、

「認知症介護実践者研修受講申込書（様式第１号）」により当該保険者に申込みを行う

ものとする。研修の受講申込みにあたって、当該保険者は、当該事業所の状況を精査

し、受講が適当と認めた場合には、「推薦書（様式第11号）」を作成し、研修受託事業

所の長あて申し込むものとする。 

イ 地域密着型サービス事業所以外の事業所の者及び地域密着型サービス事業所であって

も指定基準を満たす必要がない者については、「認知症介護実践者研修受講申込書（様

式第２号）」により研修受託事業所の長あて申込むものとする。 



ウ 受講申込みは１事業所あたり１人とする。ただし、上記アの申込者であり、新規開設

等で研修修了者がいないなどやむをえない事情のある場合は、保険者が必要と認める範

囲で２人以上の申込みができる。 

(6) 受講の免除等 

講義、演習及び実習報告会については、原則として、同一会場において実施する研修を

受講するものとする。また、次に該当する場合においては、研修カリュキュラムの受講を

一部免除又は別会場での受講ができるものとする。 

ア 年度内において実施する認知症対応型サービス事業開設者研修を修了した者は、研修

１日目の受講を免除することができる。 

イ 講義及び演習を全て修了し、職場実習及び実習報告会を修了していない者について

は、年度内であれば、次回以降の実習報告会を受講することができる。 

(7) 受講料 

研修の受講料は要綱第 15条第１号に定める額とする。なお、受講料は研修受託事業所に

おける収入とする。 

 

３ 認知症介護実践リーダー研修 

(1) 目的 

実践者研修で得られた知識及び技術をさらに深め、施設・事業所においてケアチームを

効果的かつ効率的に機能させる能力を有し、地域において認知症ケア向上及び普及の中核

的役割を担うことができる者を養成することを目的とする。 

(2) 対象者 

介護保険施設、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予

防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者等に従事する介護職員等で

あって、旧痴呆介護実務者研修（基礎課程）修了者又は認知症介護実践研修（実践者研

修）を修了後１年以上経過している者であり、介護現場における介護業務経験が５年以上

ある者とする。 

ただし、介護保険施設・事業所等においてサービスを利用者に直接提供する職員とし

て、介護福祉士資格を取得した日から一定以上の実務経験を有する者については、令和９

年３月31日までの間は、本文の規定に関わらず研修対象者とする。 

(3) 募集人員 

研修の募集人員は80人とし、1会場あたり約40人とする。 

(4) 研修内容 

ア 研修内容は、別表２のカリキュラムに基づき、講義及び演習を31時間以上、実習の課

題設定４時間、職場実習４週間及び実習報告会１日間を満たすものとする。 

イ 自施設における職場実習は、受講者が現に従事している事業所で実施するものとす

る。 

 (5) 申込方法 

ア 指定認知症対応型共同生活介護事業者又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業者が、短期利用共同生活介護費を算定する必要がある場合は、当該事業者の代表者が

「認知症介護実践リーダー研修受講申込書（様式第３号）」により当該保険者に申込み

を行うものとする。 

イ 研修の受講申込みにあたり、地域密着型サービス事業者から受講申込を受けた保険者

は、当該事業者の状況を精査し、申込みのあった者の受講が適当と認めた場合には、

「推薦書（様式第11号）」を添えて、研修受託事業所の長あてに申し込むものとする。 



ウ 上記アの指定認知症対応型共同生活介護事業者又は指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業者以外の事業者の者については、「認知症介護実践リーダー研修受講申込書

（様式第４号）」及び「認知症介護実践リーダー研修推薦書（様式第５号）」により研

修受託事業所の長に申込みを行うものとする。 

エ ３(2)ただし書きにより対象となる者については、「認知症介護実践リーダー研修実

務経験証明書（様式第６号）」を添えて、上記アまたはウにより申し込むものとする。 

(6) 受講料 

研修の受講料は要綱第 15条第１号に定める額とする。なお、受講料は研修受託事業所に

おける収入とする。 

 

４ 認知症対応型サービス事業開設者研修 

(1) 目的 

指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定認知症対応型共同生活介護事業者、指定看護

小規模多機能型居宅介護事業者、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業者（以下「認知症対応型サービス事業者」とい

う。）の代表者が、当該事業者を運営していく上で必要な知識を身につけることを目的と

する。 

(2) 研修対象者 

認知症対応型サービス事業者の代表者であって、当該事業者のある所在地の介護保険者

（以下「保険者」という。）が適当と認めた者とする。 

(3) 研修募集人員 

研修の募集人員は16人とし、１会場あたり約８人とする。 

(4) 研修内容 

ア 研修内容は、別表３の講義・演習６時間及び現場体験１日間（８時間）を満たすも

のとし、レポート作成を行うものとする。 

イ 現場体験は、講義２日間を終了後２週間以内に実施するものとし、原則として受講

者本人の所属する法人以外の認知症対応型サービス事業者で行うものとする。 

ウ レポート作成は、講義及び現場体験を踏まえ、次の事項について記載したものを、

講義２日間を終了後１ヶ月以内に研修受託事業者の長及び保険者あてに提出するもの

とする。 

① 認知症高齢者ケアについて理解したこと 

② 今後の事業運営に関して取組みたいこと 

(5) 申込方法 

ア 「認知症対応型サービス事業開設者研修受講申込書（様式第７号）」により保険者に

申込みを行うものとする。 

  イ 研修の受講申込みにあたり、認知症対応型サービス事業者から受講申込を受けた保険

者は、当該事業者の状況を精査し、申込みのあった者の受講が適当と認めた場合には、

「推薦書（様式第 11号）」を添えて、研修受託事業所の長あてに申し込むものとする。 

(6) 受講料 

研修の受講料は要綱第 15条第１号に定める額とする。なお、受講料は研修受託事業所に 

おける収入とする。 

 

５ 認知症対応型サービス事業管理者研修 

(1) 目的 



研修対象者が、当該事業所を管理、運営していく上で必要な知識及び技術を身につける

ことを目的とする。 

(2) 研修対象者 

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所、共用型指定認知症対応型通所介護事

業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所、指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の管理者又は、管理者

として従事することが予定されている者であって、旧痴呆介護実務者研修（基礎課程）又

は認知症介護実践研修（実践者研修）を修了し、保険者が適当と認めた者とする。 

(3) 研修募集人員 

研修の募集人員は100人とし、１会場あたり約50人とする。 

(4) 研修内容 

研修内容は、別表４の講義・演習９時間を満たすものとする。 

(5) 申込方法 

ア 「認知症対応型サービス事業管理者研修受講申込書（様式第８号）」により保険者に

申込みを行うものとする。 

イ 受講申込みは１事業所あたり１人までとする。ただし、新規開設等で研修修了者がい

ない等のやむをえない事情のある場合は、保険者が必要と認める範囲で２人以上の申込

みができるものとする。 

  ウ 研修の受講申込みにあたり、認知症対応型サービス事業所から受講申込を受けた保険

者は、当該事業所の状況を精査し、申込みのあった者の受講が適当と認めた場合には、

推薦書（様式第 11号）を添えて、研修受託事業所の長あてに申し込むものとする。 

(6) 受講料 

研修の受講料は要綱第 15条第１号に定める額とする。なお、受講料は研修受託事業所 

における収入とする。 

 

６ 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 

(1) 目的 

指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者となる者が、指定居宅サービス

若しくは指定介護予防サービス等の利用に係る計画又は小規模多機能型居宅介護計画、看

護小規模多機能型居宅介護計画若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護計画を適切に作

成する上で必要な知識および技術を身につけることを目的とする。 

(2) 研修対象者 

ア 指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者又は計画作成担当者になる

ことが予定されている者であって、旧痴呆介護実務者研修（基礎課程）又は認知症介護

実践研修（実践者研修）を修了し、保険者が適当と認めた者とする。 

  イ 上記以外の地域密着型サービス担当の市町村職員（１日目のみの聴講） 

※修了証書は発行しない。 

(3) 研修募集人員 

研修の募集人員は40人とし、１会場あたり約20人とする。 

(4) 研修内容 



研修内容は、別表５の講義・演習９時間を満たすものとする。 

(5) 申込方法 

ア 「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修受講申込書（様式第９号）」により

保険者に申込みを行うものとする。 

  イ 研修の受講申込みにあたり、認知症対応型サービス事業所から受講申込を受けた保険

者は、当該事業所の状況を精査し、申込みのあった者の受講が適当と認めた場合には、

「推薦書（様式第 11号）」を添えて、研修受託事業所の長あてに申し込むものとする。 

  ウ （2）のイの者については、研修受託事業所に問い合わせることとする。 

(6) 受講料 

研修の受講料は要綱第 15条第１号に定める額とする。なお、受講料は研修受託事業所に

おける収入とする。ただし、聴講の場合、受講料は徴収しないこととする。 

 

７ 認知症介護基礎研修 

 (1) 目的 

   認知症介護に携わる者が、認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の介護を

遂行する上で基礎的な知識・技術とそれを実践する際の考え方を身につけ、チームアプロ

ーチに参画する一員として基礎的なサービス提供を行うことができるようにすることを目

的とする。 

(2) 研修対象者 

   介護保険施設・事業所等において、介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格

を有さない者等 

 (3) 研修方法 

    ｅラーニングにより実施する。 

(4) 実施主体 

知事が指定する法人（以下「研修実施法人」という。） 

(5) 研修内容 

研修内容は、別表６の自学習３時間を満たすものとする。 

(6) 受講料 

研修の受講料は要綱第15条第１号に定める額とする。なお、受講料は研修実施法人にお

ける収入とする。 

(7) その他 

申込方法等については、別に定める。 

 

８ 認知症介護基礎研修フォローアップ研修 

 (1) 目的 

認知症介護基礎研修をｅラーニング（個人学習）により修了した者が、グループワーク

形式による事例演習を通じてケアやコミュニケーションの内容を検討することで、認知症

対応力を向上することを目的とする。 

(2) 研修対象者 

   認知症介護基礎研修ｅラーニング修了者又は受講を希望する者 

 (3) 研修募集人員 

   研修の募集人員は80人とし、１会場あたり約40人とする。 

 (4) 研修内容 

   研修内容は、別表７を満たすものとする。 



 (5) 申込方法 

   「認知症介護基礎研修フォローアップ研修受講申込書（様式第10号）」により研修受託

事業所の長に申込みを行うものとする。 

 (6) 受講料 

    研修の受講料は要綱第15条第１号に定める額とする。なお、受講料は研修受託事業所に

おける収入とする。 

 

９ 修了証書 

  各研修における受講態度、提出書類等により全ての内容を修了したと認められる者には、

以下のとおり修了証書を授与する。 

研 修 名 修 了 証 書 の 様 式 

認知症介護実践者研修 

認知症介護実践リーダー研修 

認知症対応型サービス事業開設者研修 

認知症対応型サービス事業管理者研修 

小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 

様式第 12号 

認知症介護基礎研修 要綱第 13条による 

認知症介護基礎研修フォローアップ研修 様式第 13号 

 

10 個人情報の取り扱いについて 

本事業を実施するにあたっては、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）

を遵守するとともに、本事業において知り得た個人情報については、各研修目的以外で使用

しないこととする。 

 



別表１（認知症介護実践者研修カリキュラム） 

 

科目 目的 内容 時間数 

１ 認知症ケアの基本 

(1)認知症ケ

アの理念・倫

理と意思決

定支援 

認知症の人が望む生活を実現するた

め、認知症ケアの歴史的変遷や認知

症ケアの理念、認知症の原因疾患、中

核症状、行動・心理症状（BPSD）の発

症要因、認知症ケアの倫理や原則、認

知症の人の意思決定支援のあり方に

ついて理解を深める。 

・認知症ケアの理念

と我が国の認知症

施策 

・認知症に関する基

本的知識 

・認知症ケアの倫理 

・認知症の人の意思

決定支援 

・自己課題の設定 

講義・演習 

１８０分 

(2)生活支援

のためのケ

アの演習１ 

食事・入浴・排泄等の基本的な生活場

面において、中核症状の影響を理解

した上で、認知症の人の有する能力

に応じたケアとしての生活環境づく

りやコミュニケーションを理解す

る。 

・生活支援のための

ケア 

・認知症の生活障害 

・認知症の人の生活

環境づくり 

・中核症状の理解に 

基づくコミュニケ 

ーション 

・生活場面ごとの生

活障害の理解とケ

ア 

講義・演習 

３００分 

(3) QOL を高

める活動と

評価の観点 

認知症の人の心理的安定や QOL（生

活・人生の質）向上を目指す活動に関

する基本的知識、展開例、評価の観点

と方法について理解を深める。 

・アクティビティの

基礎的知識と展開 

・心理療法やアクテ

ィビティの評価方

法 

講義・演習 

６０分 

(4)家族介護

者の理解と

支援方法 

在宅で介護する家族支援を実践する

上で、その家族の置かれている状況

や心理、介護負担の要因を理解し、必

要な支援方法が展開できる。 

・家族介護者の理解 

・家族介護者の心理 

・家族介護者の支援

方法 

講義・演習 

９０分 

(5)権利擁護

の視点に基

づく支援 

権利擁護の観点から、認知症の人に

とって適切なケアを理解し、自分自

身の現状のケアを見直すとともに、

身体拘束や高齢者虐待の防止の意識

を深める。 

・権利擁護の基本的

知識 

・権利侵害行為とし

ての高齢者虐待と

身体拘束 

・権利擁護のための

具体的な取組み 

講義・演習 

９０分 

(6)地域資源

の理解とケ

アへの活用 

関係職種、団体との連携による地域

づくりやネットワークづくり等を通

じて、既存の地域資源の活用や認知

症の人が地域で自分らしく暮らし続

けるための地域資源の開発の提案が

できる。 

・認知症の人にとっ

ての地域資源と実

践者の役割 

・インフォーマルな

地域資源活用 

・フォーマルな地域

資源活用 

講義・演習 

１２０分 



・地域資源としての

介護保険施設・事

業所等 

２ 認知症の人への具体的支援のためのアセスメントとケアの実践 

(1)学習成果

の実践展開

と共有 

認知症介護実践者研修におけるこれ

までの学習成果を踏まえ、自施設・事

業所での自らの認知症ケアを実践す

ることにより、研修で得た知識を実

践において展開する際に生じる気づ

きや疑問・課題を明らかにする。それ

らの自分自身の認知症ケア実践の課

題や取り組みの方向性を検討し、他

の受講者と共有することにより、知

識の活用に関する幅広い視点を得

る。 

・認知症の人本人の

声を聴く（自施設・

事業所における実

践） 

・事例収集（自施設・

事業所における実

践） 

・中間課題の発表と

共有 

講義・演習 

６０分 

(2)生活支援

のためのケ

アの演習２

（行動・心理

症状） 

認知症の行動・心理症状（BPSD）が生

じている認知症の人に対して、行動

の背景を理解した上で生活の質が高

められるようチームで支援できる。 

・行動・心理症状

（BPSD）の基本的

理解 

・行動・心理症状

（BPSD）の発症要

因とケアの検討

（事例演習） 

・行動・心理症状

（BPSD）の評価 

・生活の質の評価 

講義・演習 

２４０分 

(3)アセスメ

ントとケア

の実践の基

本 

認知症の人の身体要因、心理要因、認

知症の中核症状のアセスメントを行

い、具体的なニーズを導くことがで

きるようアセスメントの基本的視点

を理解する。アセスメントを踏まえ

た目標の設定と、目標を実現するた

めのケアの実践計画の作成・立案・評

価ができる。 

・認知症の人のアセ

スメントの基礎的

知識 

・観察の方法とポイ

ント 

・アセスメントの実

際（事例演習） 

・実践計画作成の基

礎的知識 

・実践計画作成の展

開（事例演習） 

・実践計画の評価と

カンファレンス 

講義・演習 

３００分 

３ 実習 

(1)職場実習

の課題設定 

認知症の人が望む生活の実現に向け

て、適切にアセスメントを行い、課題

と目標を明確にした上で、ケアの実

践に関する計画を作成することがで

きる。 

・職場実習のねらい 

・対象者選定 

・課題設定 

・４週間の行動計画

の作成 

講義・演習 

２４０分 

(2) 職場実

習（アセスメ

ントとケ 

アの実践） 

研修で学んだ内容を生かして、認知

症の人や家族のニーズを明らかにす

るためのアセスメントができる。ア 

・実習の準備 

・実習の開始 

・報告準備 

実習 

４週間 



セスメントの内容をもとに、認知症

の人の生活支援に関する目標設定、

ケア実践計画及びケアの実践を展開

できる。 

(3)職場実習

評価 

アセスメントやケア実践計画の実施

結果を整理した上で、客観的に評価、

分析し職場および自己の認知症ケア

の今後の課題を明確にすることがで

きる。 

・職場実習報告 

・ケア実践計画の評

価 

・職場への報告と展

開 

講義・演習 

１８０分 

 

 



別表２ （認知症介護実践リーダー研修カリキュラム） 

 

科目 目的 内容 時間数 

１ 認知症介護実践リーダー研修総論 

(1)認知症介

護実践リー

ダー研修の

理解 

チームにおける認知症ケア

を推進する実践リーダーの

役割と研修科目との関係性

を踏まえ、研修の概要を把握

する。 

実践リーダーとしての自己

の課題を確認し、研修におけ

る学習目標を明確にする。 

・実践リーダーの役割 

・実践リーダー研修の概要 

・実践リーダーとしての課

題の明確化 

講義・演習 

９０分 

２ 認知症の専門知識 

(1)認知症の

専門的理解 

一人の「人」としての理解を

踏まえつつ、行動の背景の一

つである認知症の病態を理

解し、ケアができるよう、最

新かつ専門的な知識を得る。 

・認知症に関する理解 

・原因疾患別の捉え方のポ

イント 

・医学的視点に基づいた介

入 

・認知症を取りまく社会的

課題 

講義・演習 

１２０分 

(2)施策の動

向と地域展

開 

認知症施策の変遷と最新の

動向を理解する。地域におけ

る認知症施策の展開例を知

り、地域包括ケアシステムの

構築に必要な関係機関との

連携・参画できる知識を修得

する。 

・認知症施策の変遷 

・認知症施策の動向と認知

症施策推進大綱の内容 

・地域における認知症ケア

関連施策の展開 

講義・演習 

２１０分 

３ 認知症ケアにおけるチームケアとマネジメント 

(1) チーム

ケアを構築

するリーダ

ーの役割 

チームの構築や活性化のた

め、チームリーダーとしての

役割を理解し、円滑にチーム

を運用する者であることを

自覚する。次に、チームにお

ける目標や方針の設定の必

要性を理解し、目標をふまえ

た実践の重要性と展開方法

を理解する。 

・チームの意味や目的、種 

 類 

・チームの構築及び活性化

するための運用方法 

・チームの目標や方針の設

定と展開方法 

講義・演習 

１８０分 

(2) ストレ

スマネジメ

ントの理論

と方法 

チームケアを円滑に運用す

るため、ストレスの仕組みと

対処法を理解した上で、実践

リーダーとして介護職員等

のストレスの緩和やメンタ

ルヘルスのマネジメントを

・チームにおけるストレス

マネジメントの意義と必

要性 

・ストレスマネジメントの

方法 

講義・演習 

１２０分 



実践することができる。 

 

(3) ケアカ

ンファレン

スの技法と

実践 

チームケアの質の向上を図

るため、ケアカンファレンス

の効果的な展開方法を身に

つけ、チームにおける意思決

定プロセスの共有を実現で

きる。 

・チームケアにおけるケア

カンファレンスの目的と

意義 

・ケアカンファレンスを円

滑に行うためのコミュニ

ケーション 

・効果的なケアカンファレ

ンスの展開 

講義・演習 

１２０分 

(4) 認知症

ケアにおけ

るチームア

プローチの

理論と方法 

多職種・同職種間での適切な

役割分担や連携にあたって、

認知症ケアにおけるチーム

アプローチの方法を理解し、

実践するための指導力を身

につける。 

・認知症ケアにおけるチー

ムアプローチの意義と必

要性（まとめ） 

・認知症ケアにおけるチー

ムの種類と特徴 

・施設・在宅での認知症ケ

アにおけるチームアプロ

ーチの方法 

講義・演習 

１８０分 

４ 認知症ケアの指導方法 

(1) 職場内

教育の基本

視点 

認知症ケアを指導する立場

として、指導に関する考え方

や基本的態度を学び、認知症

ケアの理念を踏まえた指導

に必要な視点を理解し、職場

内教育の種類、特徴を踏まえ

た実際の方法を修得する。 

・人材育成における介護職

員等のとらえ方 

・指導者のあり方の理解 

・人材育成の意義と方法 

・職場内教育の意義 

・職場内教育（OJT）の実践

方法 

講義・演習 

２４０分 

(2) 職場内

教育（OJT）の

方法の理解 

介護職員等への指導に有効

な技法の種類と特徴を理解

し、職場で実践できる指導技

術の基本を修得する。 

・職場内教育（OJT）におけ

る指導技法 

・指導における活用と留意  

 点 

講義・演習 

２４０分 

(3) 職場内

教育（OJT）の

実践 

これまでに学習した認知症

ケアに関する指導技術につ

いて、食事・入浴・排泄等の

介護、行動・心理症状（BPSD）、

アセスメントとケアの実践

などの具体的場面において、

どのように活用していけば

良いか、演習を通じて体験的

に理解する。 

・食事・入浴・排泄等への介

護に関する指導計画（事

例演習） 

・行動・心理症状（BPSD）

への介護に関する指導

（事例演習） 

・アセスメント及びケアの

実践に関する計画立案の

指導方法（事例演習） 

・自己の指導の特徴の振り

返り 

講義・演習 

３６０分 

５ 認知症ケア指導実習 



(1)職場実習

の課題設定 

研修で学んだ内容を生かし

て、職場の介護職員等の認知

症ケアの能力の評価方法を

理解する。 

・介護職員等の認知症ケア

の能力に関する評価方法

の理解 

・介護職員等の認知症ケア

の能力の評価方法の立案  

・実習計画の立案  

講義・演習 

２４０分 

(2)職場実習 研修で学んだ内容を生かし

て、職場の介護職員等の認知

症ケアの能力の評価、課題の

設定・合意、指導目標の設定

や指導計画を作成し、指導計

画に基づいた認知症ケアを

指導する。 

・認知症ケア能力の評価と

課題の設定・合意 

・指導目標の立案方法の理 

 解 

・指導目標に応じた指導計

画の作成 

・指導計画に応じた指導の

実施 

実習 

４週間 

(3)結果報告 職場実習を通して、認知症ケ

ア指導の方法に関する課題

やあり方について客観的・論

理的に考察・報告し、実践リ

ーダーとして指導の方向性

を明確にできる。 

・認知症ケア指導の実践方

法に関する自己の課題の

整理と考察 

・認知症ケア指導に関する

方向性の明確化 

講義・演習 

４２０分 

(4)職場実習

評価 

 



別表３（認知症対応型サービス事業開設者研修カリキュラム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目 目的及び内容 時間数 

１ 認知症高

齢者の基本的

理解 

認知症という病気と症状について、下記の事項に関し、基本的

な理解を図る。 

・「医学的理解」－医学面から本人の生活に及ぼす影響を示し、 

 生活障害としての理解を深めること。 

・「心理的理解」－高齢者への周囲の不適切な対応・不適切な環

境が及ぼす心理面の影響の内容を理解すること。 

・認知症という障害を抱える中で自立した生活を送ることの意

味と、それを支援することの重要性を理解する。 

６０分 

２ 認知症高

齢者ケアのあ

り方 

・「認知症高齢者の基本的理解」を基に、「権利擁護」や「リス

クマネジメント」の基本的な知識を付与し、認知症高齢者が、

自分の能力に応じて自立した生活を送るための支援を行う

ために必要な、基本的な考え方を理解する 

９０分 

３ 家族の理

解・高齢者との

関係の理解 

・家族介護者のみではなく、他の家族も含めた家族の理解と、

高齢者と家族の関係を通して、認知症介護から生じる家庭内

の様々な問題や課題を理解し、家族への支援の重要性につい

て理解する。 

６０分 

４ 地域密着

型サービスの

取組み 

・地域密着型サービスの指定基準（特に「地域との連携」「質の

向上」）について理解する。 

・認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対

応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護の各事業所

からの実践報告を通じ、各事業のサービス提供のあり方につ

いて理解する。 

１５０分 

現場体験 ・事業者や介護従事者の視点ではなく、利用者の立場から各事

業所におけるケアを体験することにより、利用者にとって適

切なサービス提供のあり方、サービスの質の確保等について

理解する。 

４８０分 



別表４（認知症対応型サービス事業管理者研修カリキュラム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目 目的及び内容 時間数 

１ 地域密着

型サービス基

準 

・適切な事業所運営を図るため、地域密着型サービスの目的や

理念を理解する。 

・適切な事業所管理を行うため、認知症対応型通所介護、小規

模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規

模多機能型居宅介護の各指定基準を理解する。 

６０分 

２ 地域密着

型サービスの

取組み 

・事業所からの実践報告を通じ、各事業のサービス提供のあり

方について理解する。 

９０分 

３ 介護従事

者に対する労

務管理 

・労働基準法の規定に基づき、適切な介護従事者の労務管理に

ついて理解する。 

６０分 

４ 適切なサ

ービス提供の

あり方 

サービス提供に当たり、下記の事項等について、各事業所の運

営・管理に必要な事項について理解する。 

 ＜地域等との連携＞ 

  ・利用者の家族・地域・医療との連携 

  ・運営推進会議の開催 

 ＜サービスの質の向上＞ 

  ・アセスメントとケアプランの基本的考え方 

  ・ケース会議・職員ミーティング 

  ・自己評価・外部評価の実施 

  ・サービスの質の向上と人材育成 

 ＜その他＞ 

  ・権利擁護（高齢者虐待を含む）及びリスクマネジメント 

  ・記録の重要性 など 

３３０分 



別表５（小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修カリキュラム） 

 

 

別表６（認知症介護基礎研修カリキュラム） 

科目 目的 内容 時間数 

認知症の人の

理解と対応の

基本 

認知症の人を取り巻く現状、

症状に関する基礎的な知識

を学び、認知症ケアの基礎的

な技術に関する知識とそれ

らを踏まえた実際の対応方

法を身につける。 

・認知症の人を取り巻く現状 

・具体的なケアを提供する時の

判断基準となる考え方 

・認知症の人を理解するために

必要な基礎的知識 

・認知症ケアの基礎的技術に関

する知識と実施上の留意点 

自学習 

（ｅラー

ニング） 

１５０分

程度 

 

 

別表７（認知症介護基礎研修フォローアップ研修カリキュラム） 

科目 目的及び内容 

認知症ケアの実践上の

留意点 

認知症ケアの実践を行うために必要な方法について、事例演習を

通じて、背景や具体的な根拠を把握の上、ケアやコミュニケーシ

ョンの内容を検討し、認知症の人への対応方法を身につける。 

 

科目 目的及び内容 時間数 

１ 総論・小

規模多機能ケ

アの視点 

・小規模多機能ケアに関わる法的制度を理解し、小規模多機能

ケアとその視点を理解する。 

 

６０分 

２ ケアマネ

ジメント論 

・小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護

のサービスのあり方を理解し、適切なケアプランの作成に資

するよう、本人本位の視点を理解し、一人一人の在宅生活を

支えるための機能とマネジメントを理解する。 

６０分 

３ 地域生活

支援 

・本人の地域生活を支援するネットワークづくりと、そのあ

り方を理解する。また地域・他機関との連携について理解

する。 

６０分 

４ チームケ

ア（記録・カン

ファレンス・

ア セ ス メ ン

ト・プラン） 

・小規模多機能ケアの基本である、一人一人のニーズにチーム

で応えるチームケアについて理解する。 

 

６０分 

５ 居宅介護

支援計画作成

の実際 

・「ケアマネジメント論」並びに「地域生活支援」等の講義内容

を踏まえ、講義及び実際の事例を用いた演習を通じて小規模多

機能型居宅介護計画の作成並びに他の居宅サービス利用を含

めた居宅介護支援計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画

の作成について理解する。 

講義 

６０分 

演習 

２４０分 


